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令和６年分 柔道整復師診療報酬収入内訳の見方について 

前年一年間の健康保険取扱い分を月別に集計した「柔道整復師診療報酬収入内訳」を送付いたします。月毎の

詳細については、月末に発送している「レセプト明細」でご確認ください。レセプト明細の各月の本体総合計と

収入内訳の各月の合計が合致します。 

 

 

 

返戻（へんれい）分は必ず全額（10割分）を除外してください。 

 

  ここでいう返戻分とは、会員別レセプト明細に記載されているものの中から、資格喪失・記号番号誤り等 

の理由で保険者から全柔協宛に返送されてきたもののことをいいます。 

 返戻分は、該当請求月分から総請求額（請求金額 ＋ 一部負担金）を差し引いて、過誤調整を行ってください。 

注意）全柔協の点検により不備な書類として各月末に返送したレセプト（記載漏れ、計算誤り等の不備）は 

返戻分に該当しません。 

 

 

  

医療助成（障害・母子・原爆等）の請求がある場合、医療助成分は一部負担金に該当します。 

本来窓口で患者から徴収すべき一部負担金の一部または全額が健康保険分とは別途、市町村などから支払わ 

れるものです。 

 

 

 

鍼・灸・マッサージ等の保険請求がある場合は、柔道整復師診療報酬収入内訳の該当月に加算して計上 

してください。 ※令和６年分鍼灸マ診療報酬収入内訳は柔整分に同封（該当者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★全柔協 HPの「柔道整復師診療報酬収入金額内訳書」に必要事項を転記し、確定申告の際の添付資料として 

ご利用ください。 

 

 

柔道整復師診療報酬収入内訳 

 

鍼灸マの保険請求がある場合は柔道整復の健保分に加算してください 

 

保険者からの返戻分について 

医療助成について 

※生活保護（健康保険分に加算してください）、労災保険、交通事故分などを含む自由診療分は、 

 柔道整復師診療報酬収入内訳には含まれていませんので、必ず別途計上してください。 

※月遅れで請求をしている場合は、その分（令和６年 12月施術分まで）も忘れずに計上してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

返戻等がある場合は毎月の支払明細書（青色封筒で送付分）に、 

以下の別紙を添付しています。 

 

 

  

 

 

 

最終ページの総括イメージ 

令和７年２月６日にお送りする令和

６年分「柔道整復師診療報酬収入内

訳」の各月の件数・金額は、左記のレ

セプト明細の内容を元に集計してい

ます 

＜レセプト明細 令和６年××月分＞の見方 

医療助成を除いた本体総合計を診療

報酬収入内訳に記載しています 

レセ明細の備考欄に「助成 10 割」と

表示がある場合は、医療助成 10 割の

診療報酬収入内訳を同封しています。 

（該当者のみ） 

返戻分についての補足説明 

 

支払明細内訳一覧表に記載された返戻の金額は保険請求分（７割～９割）の金額です。カルテ等で 

確認し、この金額に一部負担金分を加算した 10割分（全額）を除外してください。 

お願い 税務処理を担当する税理士・会計士等にこの資料をご提示ください 


